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　　　　　　　　　　　↓　※月単位週休２日を達成
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猪苗代町「週休２日確保工事」事務フロー（全体）

※月単位の週休２日
　対象期間内における全ての月毎の現場閉所日数の割合が28.5％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。
　ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数　以上の閉
所を行っている場合に、４週８休以上を達成しているものと見なす。

→受注者

工　　事　　竣　　工

補正分の減額変更
変更契約

補正分の減額変更は行わない。

試行要領に基づき、「週休２日確保工事」対象工事であるか確認する。

月単位の４週８休以上を前提に労務費を補正し、工事費を積算する。

入札通知時に、特記仕様書等へ「週休２日確保工事」である旨を記載する。

受注者は施工計画書に４週８休以上の工程表（任意様式）を添付し、監督員の確
認を受ける。

工事着手
※週休２日確保工事であることを記載した掲示板設置する。

やむを得ない理由で現場閉所日と定めた日に作業を行う場合は、振替休日を設定
し、事前に監督員と協議する。

毎月の履行報告書提出時において、実施工程表に休日取得状況（現場閉所実績）
を提出し、監督員の確認を受ける。
※着工日から竣工まで。

出来形数量の提出時や竣工書類の提出までに、工事現場の労働者（下請企業を含
む）の休日取得状況（現場閉所実績）について、工事現場の労働者の勤務の状況
がわかる書類（出勤簿、工事日誌等）を提出し、監督員の確認を受ける。

※月単位の週休２日が
　達成できなかった場合


